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○立命館大学有期雇用研究職員給与規程 

2012年12月５日 

規程第1006号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、立命館大学有期雇用研究職員就業規則第39条にもとづき、有期雇用

研究職員の給与に関する事項を定める。 

（給与の構成） 

第２条 給与は、次の各号により構成する。 

(1) 年額本俸 

(2) 手当 

超過勤務手当 

深夜手当 

休日出勤手当 

休日の振替を前提としたときの手当 

授業担当手当 

夜間授業担当手当 

交通費 

クロスアポイントメント手当 

（支給形態） 

第３条 年額本俸は、年額をもって定め、12に分割のうえ、12分の１を毎月支給する（以

下「年額本俸の月支給額」という。）。ただし、年度途中で採用するときは、年度途中で

採用するときの年額本俸を雇用期間の月数で分割し、分割後の額を毎月支給する。 

２ 手当は、月額をもって定める。ただし、次の各号に定める手当の支給形態は、第３章の

定めるところによる。 

(1) 授業担当手当および夜間授業担当手当のうち、集中科目担当分の手当 

(2) 交通費 

（支給日） 

第４条 年額本俸の月支給額および手当は、毎月20日に支給する（以下「給与支給日」と

いう。）。ただし、前条第２項ただし書に定める手当の支給日は、第３章の定めるところ

による。 
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２ 支給日が国民の祝日に関する法律にもとづく休日、日曜日または土曜日にあたる場合は、

直近の平日に支給する。 

３ 月途中の採用、退職等に伴う給与の変更は、翌月の給与にて調整する場合がある。 

４ 有期雇用研究職員が退職もしくは死亡したとき、または労働基準法の定めるところによ

り非常時払いを請求したときは、本条に定める支給日より前の日であっても支給すること

がある。 

（支給方法） 

第５条 給与は、その全額を通貨で直接有期雇用研究職員に支給する。ただし、有期雇用研

究職員が書面をもって同意した場合は、その指定する本人名義の金融機関の預金口座への

振込みによって支給することができる。 

２ 有期雇用研究職員が死亡したときは、その遺族に未払の給与相当額を支給する。遺族の

ない場合は葬儀を行った者に対して支給する。 

３ 前項の遺族とは、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。）、子（養親子関係を含む。）、父母（養父母関係を含む。）、祖父母お

よび死亡当時その者の扶養親族たる弟妹をいい、前段に掲げる順序の順位に従って支給す

る。同順位の遺族が２人以上いる場合は、当該遺族間の協議により決定された順位に従う。 

（控除） 

第６条 次の各号に掲げるものは、給与から控除する。 

(1) 源泉所得税 

(2) 住民税 

(3) 日本私立学校振興・共済事業団掛金および厚生年金保険料 

(4) 雇用保険料 

(5) 労働者の過半数を代表する者との協定にもとづくもの 

（採用・退職等の年額本俸の月支給額の日割計算） 

第７条 採用または育児・介護休業から復帰した月の年額本俸の月支給額は、発令の日から

日割で支給する。 

２ 育児・介護休業を開始した月の年額本俸の月支給額は、発令の日の前日まで日割で支給

する。 

３ 退職、立命館大学有期雇用研究職員就業規則第13条または同第47条に定める事由によ

り解雇した月の年額本俸の月支給額は、発令の日まで日割で支給する。 

４ 月途中で死亡した月の年額本俸の月支給額は全額支給する。 
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５ 前４項の支給は、翌月給与にて調整する場合がある。 

（授業担当手当および夜間授業担当手当の日割計算） 

第８条 月の15日までに授業の委嘱をした月の授業担当手当および夜間授業担当手当は全

額を、16日以後の場合は、その半額を支給する。 

２ 育児・介護休業を開始した月の授業担当手当および夜間授業担当手当は、発令の日の前

日まで日割で支給する。 

３ 育児・介護休業から復帰した月の授業担当手当および夜間授業担当手当は、発令の日か

ら日割で支給する。 

４ 月の15日までに授業担当を解嘱した月の授業担当手当および夜間授業担当手当は半額

を、16日以後の場合は、全額を支給する。ただし、月途中で死亡した月の授業担当手当

および夜間授業担当手当は全額支給し、秋学期開講科目開始後９月中に授業担当を解嘱す

るときは、発令の日まで日割で支給する。 

５ 前項にかかわらず、立命館大学有期雇用研究職員就業規則第13条または同第47条に定

める事由により解雇したときは、発令の日まで日割で支給する。 

６ 受講登録者がいない等、専ら本学の都合により担当授業が閉講となり授業担当を解嘱す

る場合は、授業担当期間の授業担当手当および夜間授業担当手当の２分の１相当額を支給

する。 

７ 前６項の支給は、翌月給与にて調整する場合がある。 

（欠勤等の扱い） 

第８条の２ 有期雇用研究職員が、欠勤をしたときは、年額本俸の月支給額から時間分の給

与を控除する。 

（日割計算の基礎日数および端数処理） 

第９条 この規程における日割計算については、本俸および手当の種類ごとに当該月の暦日

数で除し、在職日数を掛けて算出する。１円未満の端数が生じた場合は、１円に切り上げ

る。 

第２章 年額本俸 

（年額本俸の計算期間） 

第10条 年額本俸の計算期間は、４月１日から翌年３月31日までの１年間とする。 

（年額本俸） 

第11条 年額本俸は、業務経験、研究実績等を勘案し、等級により、別表１のとおりとす

る。 
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２ 年度途中で採用するときの年額本俸は、年額本俸の月支給額に雇用期間の月数を乗じた

額とする。ただし、月途中で採用するときの当該月については、第７条の規定により、日

割で支給する。 

第12条 削除 

第３章 手当 

（超過勤務手当） 

第13条 有期雇用研究職員が、立命館大学有期雇用研究職員就業規則に定める勤務時間を

超え勤務を命ぜられたときは、勤務１時間につき、年額本俸の月支給額を月平均所定労働

時間数で除した１時間当たりの給与額の100分の125の超過勤務手当を支給する。 

２ １か月の超過勤務が60時間を超えたときは、60時間を超えた勤務１時間につき、前項

で定める１時間あたりの給与額の100分の150の超過勤務手当を支給する。 

（深夜手当） 

第14条 有期雇用研究職員が午後10時から翌日の午前５時までの間に勤務を命ぜられたと

きには、その間に勤務した全時間に対し、勤務１時間につき年額本俸の月支給額を月平均

所定労働時間数で除した１時間あたりの給与額の100分の25の深夜手当を支給する。 

（休日出勤手当） 

第15条 有期雇用研究職員が、勤務日以外の日に勤務を命ぜられたときは、勤務１時間に

つき、年額本俸の月支給額を１か月の月平均所定労働時間数で除した１時間あたりの給与

額の100分の135の休日出勤手当を支給する。 

（休日の振替を前提としたときの手当） 

第16条 休日の振替を前提とした勤務により週所定労働時間を超えたときには、勤務１時

間につき、年額本俸の月支給額を１か月の月平均所定労働時間数で除した１時間あたりの

給与額の100分の35の割増額を支給する。 

（授業担当手当） 

第17条 有期雇用研究職員が講師として大学の授業科目を担当するときは、別表２に定め

る授業担当手当を支給する。ただし、７回（または８回）の授業で終了する授業科目を担

当するときは、授業担当手当の半額とする。 

２ 前項の授業担当手当は次の各号に定める期間に支給する。 

(1) 春学期開講科目または秋学期開講科目を担当した場合 

春学期開講科目のとき４月から９月まで 

秋学期開講科目のとき10月から３月まで 
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(2) 集中科目を担当した場合 

最終授業が終了した月の翌月または翌々月 

(3) ７回（または８回）の授業で終了する授業科目または各期の半期で授業を終了する

授業科目を担当した場合 

授業期間（４月から６月まで）４月から９月まで 

授業期間（６月から８月まで）４月から９月まで 

授業期間（９月から12月まで）10月から３月まで 

授業期間（11月から２月まで）10月から３月まで 

（夜間授業担当手当） 

第18条 有期雇用研究職員が６時限目または７時限目（いずれも文社系時限）の授業を担

当するときは、１週１授業時間（１授業時間は立命館大学授業に関する規程第2条に定め

る時間をいう。以下同じ。）につき、次の各号に定める夜間授業担当手当を支給する。 

(1) ６時限目 月額2,200円 

(2) ７時限目 月額2,800円 

２ 集中科目を担当したときは、夜間授業担当手当の６か月分を最終授業が終了した月の翌

月または翌々月の給与支給日に一括して支給する。 

 （クロスアポイントメント手当） 

第18条の２ 立命館大学有期雇用研究職員就業規則第44条の２にもとづきクロスアポイン

トメント制度の適用を命じる専門研究員に対して、クロスアポイントメント手当を支給す

る。 

２ 前項の手当の支給額は、他機関との協定で定められた他機関から法人に対して支払われ

る給与負担金の70％相当額とする。 

３ 第２項の手当は、クロスアポイントメント制度の適用期間において毎月支給する。 

（交通費） 

第19条 有期雇用研究職員が大学の授業科目を担当するときは、交通費を支給する。 

２ 支給額は、住居からキャンパスまでの交通費実費に出講日数を乗じた額とする。ただし、

休講、補講等により出講日数に増減が生じたときは、出講１回あたりの交通費実費に増減

日数を乗じた額を精算する。 

３ 交通費実費の上限は、出講１回あたりJR150キロメートル往復運賃相当額に市バス（び

わこ・くさつキャンパスは近江鉄道バス）１系統往復運賃相当額を加えた金額とする。 

４ 交通費は、次の各号に定める月の支給日に一括して支給する。 
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(1) 春学期開講科目または秋学期開講科目を担当した場合 

春学期開講科目のとき６月 

秋学期開講科目のとき11月 

(2) 集中科目を担当した場合 

最終授業が終了した月の翌月または翌々月 

(3) ７回（または８回）の授業で終了する授業科目または各期の半期で終了する授業科

目を担当した場合 

授業期間（４月から６月まで）６月 

授業期間（６月から８月まで）６月 

授業期間（９月から12月まで）11月 

授業期間（11月から２月まで）11月 

第４章 休職、休業および休暇 

（休職者の給与） 

第19条の２ 休職者の給与については、別表３に定めるとおりとする。 

２ 前項に定めのない給与は支給しない。 

（休業者の給与） 

第20条 育児休業者には、その休業発令日から休業に係る子の満１歳の誕生日の前日まで

は、年額本俸の月支給額の10％の休業給を支給する。 

２ 介護休業者には、年額本俸の月支給額の10％の休業給を支給する。 

３ 前２項に定めのない給与は支給しない。 

（休暇取得時の給与） 

第20条の２ 学校法人立命館教職員休暇規程（以下「休暇規程」という。）に定める休暇

については有給とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める休暇については無給とする。 

(1) 休暇規程第６条第１項第１号に定める生理休暇（１回あたり３日を超える部分） 

(2) 休暇規程第６条第１項第２号に定める産前・産後休暇のうち、労働基準法が定める

産前休暇（出産予定日から数えて産前42日、ただし多胎妊娠の場合は産前98日）およ

び産後休暇（出産日の翌日から数えて産後56日、ただし医師の診断書を添えて就労を

認められた日数を除く。） 

(3) 休暇規程第６条第１項第３号に定める妊娠障害休暇（１回あたり５日を超える部分） 

(4) 休暇規程第８条に定める業務上または通勤途上の傷病休暇 
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第５章 補則 

（必要事項の取扱い） 

第21条 この規程の施行に関し、必要な事項は、理事長が定める。 

（改廃） 

第22条 この規程の改廃は、常任理事会が行う。 

附 則 

この規程は、2013年４月１日から施行する。ただし、2013年３月31日に在職する者につ

いては、2014年３月31日までは、なお従前の例による。 

附 則（2014年２月19日 授業担当手当の変更に伴う一部改正） 

この規程は、2014年４月１日から施行する。 

附 則（2016年６月22日 私立学校教職員共済法の改正による控除するものの変更

に伴う一部改正） 

この規程は、2016年６月22日から施行し、2015年10月１日から適用する。 

附 則（2017年３月29日 年額本俸の月支給額および給与から控除するものの変更

に伴う一部改正） 

この規程は、2017年４月１日から施行する。 

附 則（2017年10月18日 学期名称、授業担当手当、夜間授業担当手当および交通

費の変更に伴う一部改正） 

１ この規程は、2017年10月18日から施行する。ただし、2018年３月31日までの間は、改

正後の第19条第４項第１号中「春学期」とあるのは「前期」と、「秋学期」とあるのは

「後期」とそれぞれ読み替えるものとする。 

２ 前項にかかわらず、改正後の第８条第４項および第17条第２項第１号の学期名称の変

更は2018年４月１日から施行する。 

附 則（2018年３月28日 休職者の給与の追加に伴う一部改正） 

この規程は、2018年４月１日から施行する。 

附 則（2018年12月19日 初任研究員の新設に伴う一部改正） 

この規程は、2019年４月１日から施行する。 

附 則（2019年５月８日 専門研究員の年額本俸の変更に伴う一部改正） 

この規程は、2019年５月８日から施行し、2019年４月１日から適用する。 

附 則（2020年３月５日 学校法人立命館教職員休暇規程の制定に伴う一部改正） 

この規程は、2020年４月１日から施行する。 



8/9 

附 則（2021年３月４日 欠勤、休職および休業制度の整理に伴う一部改正） 

この規程は、2022年４月１日から施行する。 

附 則（2024年３月27日 初任研究員の廃止および授業時間の変更に伴う一部改正） 

この規程は、2024年４月１日から施行する。 

  附 則（2024年１２月４日 クロスアポイントメント手当の新設に伴う一部改正） 

この規程は、2024年１２月６日から施行する。 

附 則（2025年１月29日 授業時間の変更に伴う一部改正） 

この規程は、2025年４月１日から施行する。 

 

別表１ 

有期雇用研究職員の年額本俸 

雇用種別 等級 年額本俸 

専門研究員 SR1 5,400,000円

（450,000円）

SR2 4,800,000円

（400,000円）

SS1 4,560,000円

（380,000円）

SS2 3,960,000円

（330,000円）

SS3 3,240,000円

（270,000円）

研究員 KS1 3,960,000円

（330,000円）

KS2 3,240,000円

（270,000円）

KS3 2,880,000円

（240,000円）

※下段（ ）内は年額本俸の月支給額 

別表２ 

授業担当手当 
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授業担当手当（月額） 

学部1週1授業時間 大学院1週1授業時間 

29,200円 43,800円

別表３ 

有期雇用研究職員（無期雇用研究職員を除く。）の休職期間中の給与 

休職事由 給与 

(1) 業務外の傷病 支給しない。 

(2) その他 個別に定める。 

無期雇用研究職員の休職期間中の給与 

休職事由 給与 

(1) 業務外の傷病 支給しない。ただし、傷病手当金および傷病

手当金付加金の支給期間が満了した日の翌日

から休職期間満了までは、365日を上限として

年額本俸の月支給額の80％を支給する。 

(2) その他 個別に定める。 

 


